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平成28年 10月 11日 

伯耆町 総務課 



案 件 名 概 要 

損害賠償の額を定める専決処分

について 

平成 28年 8 月 20 日、伯耆町金屋谷地内において、町道金屋谷上

野線の横断溝グレーチングを車両２台が跳ね上げ、当該車両の一

部が破損した事故について、損害賠償の額が決定し、専決処分を

行ったので報告するもの。 

専決処分日：平成 28年 9 月 23 日 

損害賠償の相手方：伯耆町在住 個人 

損害賠償の額：460,105 円（町過失 10 割） 

専決処分日：平成 28年 9 月 23 日 

損害賠償の相手方：伯耆町在住 個人 

損害賠償の額：25,380 円（町過失 10 割）  

工事請負契約の締結について 

次の工事の工事請負契約の締結について議決を求めるもの。 

 ＜工  事  名＞小規模保育事業所新築工事 

 ＜入札年月日＞平成 28 年 10 月 3 日 

 ＜契 約 金 額＞84,456,000 円 

 ＜契約相手方＞鳥取県米子市安倍 597番地 3 

        株式会社津田建築 代表取締役 津田雅司 


